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今年の被扶養者の資格確認調査では、被扶養者がすでに就職しているにも関わらず、取消の手続きが滞つ

ていたという、『うつかり事例』が多く見受けられました。

機会があることにお伝えしておりますが、資格喪失後に共済組合の組合員証を使用した場合には、共済組

合が負担した医療費及び給付金を一括で返還していただく事になりますので、被扶養者の収入状況にはくね

ぐれもこ注意をお願いします。

また、20歳以上60歳未満の配偶者が遡つて被扶養者取消された場合には、国民年金第3号の資格も併せ

て喪失するため、遡及して国民年金保険料を自分で納付しなければならないとしヽう新たな負担も生じます。

医療のみならず将来の年金にも多少なりに影響を及ぼしますので、被扶養者の資格を欠く事由が発生した場

合には、早急に共済組合まで連絡くださしヽ。

今回の調査で取消しした事例を掲載しますので、一度こ確認ください。

1結果
被扶養者が他の健康保険に加入した場合は共済組合の被扶養者認定から外祖ることになりま

す。取消の手続きをお願いします。離れて暮らしてしヽる被扶養者の現況確認については見落とし

の無いようお願しヽします。

(取消日:就職した年月日)

1繰
生命保険契約等の個人年金及び貯蓄型の個人年金は公的年金等と同じ税法上の雑所得であるた

め公的年金と同様に支払を受けた年金額を恒常的な収入としてみますのでそれらを合わせ

た金額が認定基準年額の180万円を超えている場合は取消になります。

結果
夫婦共同扶養の観点から、収入の多い方に子どもの扶養をつけていただきま視 この事例の

場合は、子供を配偶者に扶養替えし、組合員の方は被扶養者取消手続きをしていただくこととなり

ます。

ただし、夫婦の収入の差が多い方からみて 1害」以内であれば、夫婦どちらにつけていただいても

かまいません。

(取
消日:器
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度Υ仄聯』賽質埋識 ]、鷺下落『盤麗輩翡
として、取消となります。

(収入月額が108,334円以上となる月が 3ヶ月連続した3月 日の給料日の翌日をもつて取消日と

します。)
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